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お知らせ

　地域の子どもたちや保護者の交流を図
るため、園庭開放を実施します。
時   毎月第３水曜日 9：30 ～ 11：00
　（４月、８月、３月を除く）
場   中央保育所、東保育所、深井保育所
対   0 歳～就学前の子どもと保護者
定   １回につき各 10 組程度　費   無料
他   雨天中止。保育の設定なし
申 問   毎月１日～前日に各保育所へ電話
　中央保育所（☎ 593-2315）
　東保育所（☎ 590-1100）
　深井保育所（☎ 542-8418）

市立保育所の園庭開放

　埼玉県国民健康保険団体連合会が実施
する保養施設宿泊利用共同事業では、国
民健康保険・埼玉県後期高齢者医療の加
入者を対象に保養施設宿泊利用共同事業
を実施しています。対象者は保養施設（ホ
テル・旅館）を契約料金で利用できます。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
問   保険年金課国民健康保険担当
　（☎ 594-5541）
　後期高齢者医療担当
　（☎ 594-5542）

保養施設宿泊利用共同事業

　令和 5 年 12 月市議会の議決を経て、
令和 6 年 4 月 1 日以降の下記の公の施
設の指定管理者を指定しました。
　多様化するニーズなどに、より効果的・
効率的に対応するため、公の施設の管理
に民間の能力を活用し、住民サービスの
向上と経費の節減等を図っていきます。
施設名　
　障害福祉サービス事業所あすなろ学園
指定管理者
　社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
指定期間

令和 6 年 4 月1日～令和 9 年 3 月 31日
問あすなろ学園… 障がい福祉課給付担当

（☎ 594-5504）
指定管理者制度… 総務課資産管理担当

（☎ 594-5509）

公の施設の指定管理者を
指定しました

　株式会社サイオー様より、企業版ふるさ
と納税による寄附 100 万円をいただきま
した。いただいた寄附金は、体育センター
の温水洗浄便座と除菌ディスペンサーの
設置に活用しました。ぜひご利用ください。
問   生涯学習課生涯スポーツ担当
　（☎ 594-5568）

体育センターのトイレが
新しくなりました

　埼玉県収入証紙の利用は令
和６年３月末で終了しまし
た。
　未使用の証紙を持ってい
る場合、令和 10 年 12 月
末までの間、証紙代金の還付を受けるこ
とができます。
　埼玉県ホームページに掲載されてい
る「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申
請書」を記入し、証紙とともに埼玉県出
納総務課（〒 330-9301 住所記載不要、
出納総務課あて）へ郵送または持参して
ください。詳しくは、埼玉県ホームペー
ジをご覧ください。
問   会計課審査・出納担当
　（☎ 594-5558）

埼玉県収入証紙代金の還付申請

　住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪
問販売等にご注意ください。
・ 住宅用火災警報器の設置の義務化による

罰則や業者による点検の義務はありません
・ 住宅用火災警報器や消火器の販売、交

換を消防署が業者に依頼をすることは
ありません

※ 不審に感じたら、消防署にお問い合わ
せください。

問埼玉県央広域消防本部予防課
　（☎ 048-597-2004）

悪質な訪問販売に注意
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医 療 機 関 名 所 在 地 電 話 番 号
安里医院 宮内 3-1  542-2629
伊藤クリニック 朝日 2-304-1  593-5588
北里大学メディカルセンター
( 脳ドック検診実施医療機関） 荒井 6-100  593-1212

北本共済医院 下石戸下 511-1  591-7111
北本中央クリニック 本町 6-217  591-2257
きたもと内科クリニック 中丸 5-23-1 592-1641

さとうクリニック 二ツ家 1-374
マリオン北本 125A  590-5977

人間ドック検診・脳ドック検診補助金

医 療 機 関 名 所 在 地 電 話 番 号
鈴木医院 中丸 8-257  592-1313
桃泉園北本病院 深井 3-75  543-1011
遠井クリニック 北本 1-143  591-2109
楢原医院 東間 7-242  542-6582
林田内科医院 本宿 7-67-3  592-7711
my CLINIC  マイ・クリニック 石戸 5-158-1  590-2211
南福音診療所 緑 4-148  591-7191
山田医院 緑 3-289  593-0353

対・ 受診日現在、満 30 歳以上の国民健康保険加入者で、国民
健康保険税を滞納していない人

　・ 北本市に住民登録をしている後期高齢者医療加入者で、後
期高齢者医療保険料を滞納していない人

補 助額　検診料の７割（上限２万円、年度ごとに人間ドック検
診・脳ドック検診のいずれか１回）

人 間ドック…血液、尿等の総合的な検診で、特定健康診査の検
査項目を全て含み、人間ドックと称するもの

脳 ドック…ＭＲＩ・ＭＲＡ等の画像診断、問診、診察、血液検
査等を含む検査で脳ドックと称するもの

申指 定医療機関で受診する場合…①医療機関へ予約し、予約票
を受け取る。②保険年金課へ申請（持予約票、被保険者証、
印鑑）し、受給者証を受け取る。③検診当日、医療機関に
受給者証を提出し、補助金額を差し引いた金額を支払う。

 指 定医療機関以外で受診する場合…①医療機関へ予約する。
②検診当日に医療機関で全額を支払う。③保険年金課へ申
請 ( 持「人間（脳）ドック検診」と記載された領収書、検
診結果の写し、被保険者証、振込先口座のわかるもの )。
④審査後、補助金が指定口座に振り込まれる。

他検査項目や検診料等は医療機関へお問い合わせください。
桶川市・伊奈町の指定医療機関は市ホームページをご覧ください。

▲国民健康保険
埼玉県後期高齢
者医療保険▼

問保険年金課国民健康保険担当（☎ 594-5541）
後期高齢者医療担当（☎ 594-5542）

国民年金の届出と学生納付特例
◆国民年金の届出
　国民年金は、日本に住む 20 歳以上 60 歳未満のすべての人
が加入することになっています。会社を退職したときなど、国
民年金へ加入する届出が必要になります。

【届出が必要な人】
60 歳未満で①～④のいずれかに該当する人
①厚生年金加入者が退職した
②退職した厚生年金加入者の被扶養配偶者
③  65 歳に到達した厚生年金加入者の被扶養配偶者
④厚生年金加入者の扶養でなくなった被扶養配偶者
持年金手帳または基礎年金番号通知書、退職等の証明書、本人

確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

◆学生納付特例制度
　20 歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しなけれ
ばなりません。ただし、本人の所得が一定額以下の場合、申請
により保険料の納付が猶予されます。
対大学・大学院・短大・高等学校・専修学校および各種学校（修

業年限１年以上の課程）等に在学する人
持学生証（写し可。表裏両面必要）、年金手帳または基礎年金

番号通知書、本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許
証等）

他令和４年５月より、マイナポータルから国民年
金手続きの一部が電子申請可能になりました。
詳細は日本年金機構ホームページへ。

問保険年金課国民年金担当
　（☎ 594-5543）

加 なけれ

＜市内指定医療機関＞

北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997
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